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ファーティマ朝前半期の書記規範

菟　原 卓

は　じ　め　に

　マムルーク朝時代最高の文書作成マニュアル兼百科全書である，カルカシャンディーの

＄ubhαZrA肋δには，ファーティマ朝時代の‘Ali　b．　KhalafがA．　H．437／A．　D．1045－46年

頃に著わしたManadd　al－8aydinがしばしば引用されている。　Mαωadd自体は10章からな

る文書作成術と修辞法の手引きであるが，その内の8章までが，唯～の写本として現存し，

それに基づいた刊本が出版されている。その第1章中には，「15の階梯〔からなる書記〕が

保持していなければならない知識‘ulUmと教養記abについて述べる」という部分があり，

当時における，あるべき文官の職掌と資質がまとめられている。私見の及ぶところ，このい

わば「書記規範」はまだその内容が学界に紹介されていないようである1）。そこで本稿では，

そのテキストの翻訳を提示した後に考察を加え，ファーティマ朝宮綱研究の一助としたい。

　翻訳に際しては，冗長を避けるため，以下の諸点に関する部分は多くの場合省略し，【略】

として示した。すなわち，職掌の把握に直接結びつかない抽象的表現，職掌柄望ましいとさ

れる人格上の美点・徳目，および岡一内容の繰り返しなどである。また〔〕内は訳者によ

る補足，（）は説明ないしは言い替えである。

1　テキストの翻訳

　1　al－Wizara（ワズィール職pp．72－74）2）

　これは最高位wa　riyasaである。その保持者§abibは，あらゆる種類・種別の書記術

kitabaに堪能で，その諸規定shurat・諸規則abkamを知悉していなければならない。な

ぜなら，書記術のあらゆる分野の管理職na多irが，自らの監督下にあるものを彼に提出する

からである。それで彼（ワズィール）は，それらのことに無知であることは許されず，また

宗教諸学‘賢擁mal－dlnにも通暁していなければならない。というのも，宗教は王権の基礎

1）Mawdddおよびその著者については以下を参照せよ。　Saleh　1973：192－195；Bonebakker
　1977：295　一　297；Salam正988：351　一　352；刊本校訂者，序：5－ll．

2）各密職の頭につけられた番号は，刊本において便宜上付せられたもの。また頁付けも刊本のも

　のである。
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であり，その上に王3）の権力amrがうちたてられるからである。また彼（ワズィール）は卓

越した知性，堅実な見解，正しい思慮，鋭い洞察力，【略】〔を有し〕，財務の諸側面wujUh

al－amwalおよび諸地方の事情ma§農晦al－a‘ma至をよく知り，社会生活や属衆に対して害

を及ぼすことなく，君131　sultanの諸権利を全うし，【略】戦略，災禍の試練，国家の運営，

民衆の統治に逼じ，【略】

　2　al－Tawqi‘（タウキー：字義は「書き入れl　pp．74－75）

　タウキー〔職〕の保持者§a犀bは，ワズィールの手であり，代ff　na’ibである。またワ

ズィール不在時におけるカリフ4）に対する　〔文書類の〕呈示の責任者mutawa至li　a1一‘ardで

ある。君主がワズィールを任命していない場合，タウキー職muwaqqi‘が御萌に勤める

yadkhulu　madkhala－hu。彼はワズィールが所持するすべての資質を乱していることが望

ましく，晶晶庁のありとあらゆる知識に通暁し，諸官庁の慣例，財務の諸側面および財の増

加，軍団r呈jalの健金な維持管理についてよく知っていなければならない。いくつかの点に

ついて書記katibは未熟であっても許されるかもしれない。【略】しかしタウキー職§abib

al－tawqi‘には，文章のいかなる点においても，未熟さは許されない。なぜなら彼は君主の

手であり，舌であるからである。そして，もし諸官庁の責任者たちa轟ab　al－dawawEnが，

彼の愚劣さ，骨惜しみ，無知を明らかに見抜くならば，彼らは〔タウキー職の〕いうことを

聞かなくなり，向上心を失っていくであろう。また彼（タウキー職）は，これらすべての能

力を獲得すると共に，美しい筆跡，すばやい即席の対応，敬度さ，信頼性，高潔さ，を兼ね

備え，命ぜられるところがら逸脱せず，いかなる目的遂行に際しても，その命令に違背する

ことのないようにしなければならない。

　3　al－Rasa’il（ラサーイル：字義は「書状」pp．75－76）

　本職の保持者§abibは，王の法行為を語る舌1isan　al－malik　al－n雄q　bi－hujlati－hiであ

り，その晶晶と文章の翻訳者である。彼は王国の装飾であり，王国の名声を挙げ，地位を高

め，重みを増し，その王や首長の車回を示す。また彼は君主になりかわって【略】味方の忠

誠と服従を確固たるものとし，反抗的な敵を敵意と不服従から遠ざけるような表現を即座に

編み出す。彼は本書のそれぞれの個所でとりあげられる他の教養adabのすべてにおいて巧

みであらねばならない。そして君主がタウキー職＄a垣bal－tawql‘を欠く場合には，ラサー

イル職mutawal圭1　a1－rasa’ilがその代理を勤め，職務上のあらゆる要求を満たす。【略】彼

は書記の諸階梯の首座を占めyar’us　tabaqat　al－kuttab【略】，また文書起草lnsha’に関し

て彼を補佐する書記を必要とする。これらの書記の教養は，彼と岡等でなければならない。

【略】

3）「王」の表現が登場するのは，al－Wizara，　a1－Rasぎil，　al－Diya‘，　al－Jaysh，　Kitaba　a王一Umara’

　wa　alQuwwadの5欄所のみである。その他の大半の欄所で，君主はsultanと表記されている。

4）　「カリフ」と出るのは，こことa玉一ZimamおよびKitaba　al－UmarE’wa　al－Quwwadの項の3

　個所のみである。
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　4　al－Kkaraj（租税PP．76－78）

　税務撫子宮　mutawalli　al－kharajは，君主の財a憩wal　al－sul賃nを委ねられるにふさわ

しい重要な職である。【略】彼は財務の諸側面，諸地方の事情，税の諸規定rusgm　al－

kharajに関する知識を有し，時宜にかなった請求をして，諸方面から収納せねばならない。

また彼には少なからぬ部分において，書状作成kitaba　al～rasa’ilの能力力泌要である。と

いうのも，彼は以下のような文書の起草をしなければならないからである。〔すなわち，そ

れらは〕　徴税者の服務規程が記される税務任命書al一‘uhad　al－kharajiyya　al－mada‘a

shur叫al一‘imala，吏員‘amilanに関わる文ee　manashlr，納税請負qaba三atや徴税請負

¢amanatの文書ku£ub，税の徴収・督促・搬送の遅滞・急ぎを要する理由・決算の請求と

その根拠などの徴税区で起こる事柄に関して徴税官‘ummalに送達される文書kutub〔で

ある。また彼には以下のことが求められる。〕宗教的義務すなわちいと高き神がムスりムに

対して，その財から拠出することを命じられたザカート（救貧税）やフムス（五分の一語）

やウシュル（十分の一税）に関する知識，【略】徴税請負や納税請負に際して適用される法

規定および君主が〔請負？〕業者m蘇‘amilitn統御のために適用する政府の規定al－rusUm　aI

－diwaniyya，【略】，卓越した計算能力，契約の締結‘aqdと諸種契約の登記ta’lifおよび納

入者からの健全かっ間違いのない徴収istlfa’〔業務〕において秀でること。そしてこれら3

っの事柄，すなわち契約の締結，登記，徴収はディーワーンの業務の基本u§al　a至一a‘mal　al

－diwaRiyyaである。また彼は以下のことに気をつけねばならない。すなわち，宮顧たち

‘wmmaiには欠かせない土地測va　misabaおよび耕作とその時期に関する諸規則abkam，

農業の衰退と繁栄，優良品種al－a§naf　al一‘aliya，それらに忍び込む伝染病，灌概の規定，

水利権と耕作の割り当てtaqsim　al－shirb　wa　a1一‘imarat，灌概土手や灌概溝その他の工事，

各地区na垣yaの税収irtifa‘の把握，である。そして，これらのことについて尋ねられた面

素には，彼は控えを見ることなく答えられるべきである。もし彼がすべての県kuwarの税

収を知悉しているならば，ひときわの博識といえよう。〔また彼には以下も必要とされる。〕

収取物mustakhralおよび国庫や貯蔵庫麺§i圭への搬入物の保管，【略】また彼の代理とし

て働く官吏‘ummalや書記kuttabや倉庫役人khazzanに関する知識，すなわち，彼らの

名前・彼らの父祖の名前・彼らの住居・暮らしぶり・評判・俸給額，である。【略】

　5　aトPiy翫‘（私領地pp．78　一　79）

　私領地の書記職kitaba　al－diya‘は顕職であるjallla　al－miqdar。諸王mu1Ukの関心は，

その職務を心得ている者に絶えず向けられている。そして上流貴顕階級dhawU　al－sabiqa

wa　al－qadr　wa　a玉一hurma　wa　al－wajahaに関わるその職務が彼に委ねられる。本職の保持

者§aljibは，代理人wukala’・管財人umana’・測地人massah・倉庫管理人khazzanの文

書manashirや耕作請負（納税請負？）文書k雛ub　aレqaba至at5）を書くので，公文書作成の

5）　カバーラには耕作請負と納税請負爾方の意味があるが，この場合いずれかは判断しがたい。
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規則abkam　al－tarsllに関する知識を大いに備えている必要がある。　また会計の知識‘i至m

a！一bisabおよび登記・徴収・取り立ての知識獄a‘rifa　al－ta’llf　wa　al－iibaya　wa　aHstik－

hrajも必要である。これらは多様ではあるが，結局はひとつの範購に帰する。つまりは君

主の取り分の徴収istlfa’huqaq　al－sult2nである。すなわち総収入9R　irtifa‘，〔国庫への〕

搬入額加mai，支出額nafaqat，収納済み額hawa§il，残en　bawaqlを各々しかるべく処

理することである。〔また本職は以下を要する。〕理論と実際の両面において斗量kay至およ

び金・銀貨naqdaynの道を究めること，構木や畑作物その他の品種・植え付けと耕作の時

期・作物の伝染病など農業に関する知識，宮吏‘amilUn　eして彼らの義務である勧農と福

＊th　al一‘ama’ir　wa　al－ma§alihに專心せしめること，また以下の監鈍すなわち耕作umBr　al－

barthおよびそれに関わること・運河の掘削・水に対する気配りおよび二二規期qawan勧

al－rayyに則った水の分配，また以下に関する注意すなわち揚水nj　ai－dawall　wa　al－sawaqi

による灌概や，貸し付けが必要とされる諸品種の種子taqwiya，および播種・収穫・脱

穀・諸作物の運上raf‘と，それらすべての時宜を得た実施を，吏ew　mustakhdamgRに対

して求めること。私はガ租税の書』において，このテーマを余すところなく論ずるであろう。

もし神が望み給うなら6）。

　6　Bay重al一腋灘wa　a蓋｛haza’in（国庫および諸庫pp．79－80）

　本職を委ねられる者mutawalll　hadhihi　al－kitabaは，譲主の金，物品，宝物，および宝

石・衣類・器物といった王朝の装飾品，その他，武器，船，パレード用具alat　al－maw－

akib，またそれらに類するものの保管入amlRである。【略】

　7　al－Nafaqat（支出PP．　80　一　81）

　支出担当’IY　mutawalli　al－nafaqat　Cま税務握鷺官mutawalll　al－kharajの対極にあるかの

ごときである。というのは，税務担二宮§a摯至ba1－kharajの目的は諸方面から君主の税amwal

al－sultanを集めることであるが，支出二二官Sabib　al－nafaqatの目的は，国境を固め守る

国家防maeC　rijal　a1－daw三a　wa摯umat－ha　al｝adhlna　yassudana　thughGra－ha　wa

yadhubbana‘an－haの受給資格者must的aqq臨に，それを分配することにあるからであ

る。彼には，　これらの者やその他の者に対する上下貴獲のあらゆる支出sa’ir　al－nafaqat

al－kha§＄a　wa　al一‘ammaの会計業務a1－qiyam　bi－bisabの責がある。また彼は会計業務に

巧みで，記録簿類dafatirの準備・点検・完全な記帳に精通していなければならない。また

先行させるべき支出を先行させ，遅らせるべき支出を遅らせなければならない。君主が自ら

の備え‘uddaと王国の光輝を示すために必要とする備es　mu’anは君主の収入の上に成り

立っているのであるから，支出および，より重要なものを先行させ延期可能なものを遅らせ

6）　アリー・イプン・ハラフは『穏税の書型励al－Kharddiを著わしたらしいが，

　に伝わっていない。Saleh　1973：194－195．

本自体は後世
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ることに関する思慮分別なしには成功しない。そして君主が金に訴える必要のある重要事が

出来した時に，国庫bayt　a1－malに保管されている保有現金ba＄ilが不足しないようにしな

ければならない。【略】支出損i当書記kuttab　al－nafaqatの階梯maraも沁は，その委ねられ

るところの相違に応じて様々である。

　8　　a霊一Jaysh　（軍隊pp．81－83）

　軍政握当書記katib　a1－jayshの地位は，君主の武力であり支えである軍隊の諸事umar

al－rija1の監督が重要であることに応じて高い。彼は多くの会計業務aレ草isabの能力を備え

ていなければならない。そして以下の知識が必要である。馬に関して，その斑紋sh呈yaい年

齢別呼称asnan・年齢溺特徴Citaq・美点と欠点・本来の欠陥と新規の欠陥・気質。また諸

種の武器・剣とその材質や波紋・諸種の槍および秀逸な槍・弓・矢・鎖帷子【略】。また軍

人には以下のことを要求しなければならない。武器を確保しtabsi1，いっでもそれを呈示

‘ardできること，ディーワーンにおいて斑紋の登録された馬を呈示すること，良質のものを

悪質のものと取り替えたり，良馬を粗悪な雑種と換えたり，良いlkl数種を劣等種と換えたり

することは許されない。そして何か取り替えた軍人に対しては，その取り替えたものに対す

る補償を義務づける。このために馬には王の印のついた腹帯hazma　al－mu滅k　al－wus6m

を締めさせ，武器にも印‘alamatをつける。また彼（軍政寒詣書記）が馬術至urUslyyaの

素養を身につけ，なにがしかの武芸al一‘amal　bi－al－silahを」巳・得ているべきことについても

異論はない。【略】彼は連帯意識bamiyyaや自尊心を有する集団からなる多くの軍団

tawa’ifの統御を任とし，【略】思慮分別を有し信義誠実でなければならない。なぜなら彼の

背任行為は財政と軍政al－mal　wa　al－rijalに害を及ぼすからである。また彼はえこひいきし

てはならない。というのも，もし十分な資格kl飴yaのない者に目をかけ，有資格者の地位

で厚遇し，有資格者に割り詣でられるべき君主の金をその者に割り詣でるならば，彼は無資

格者に支給したことによって背信者になるからである。また彼はある程度の公文書作成

kitaba　al－tarsll〔の技能〕を欠くことができない。　というのは，彼は時として軍司令官

wa玉i　karbと共に任命され，征服その他生起する諸事の情報を軍司令窟に代わって通信連絡

mukatabaする必要があるからである。

　9　　al－Zimam　（監査i　P．83）

　監査書記kat沁a玉一z玉mamは書旨揮監督能力ri’asaがあり，人々に対して威厳を保ち，監査i

対象となる業務の種類naw‘al－kitaba　allati　tuj‘al　zima憩aパalay－hiに熟達し，その諸規

則abkamと諸規定rusUmの知識を威していなければならない。〈ゆえに彼は，税務書記

katib　al－kharajの修得している技量を修得していなければならないし，あるいは，支出の

監査窟としては＞7）支出＝書記katib　al－nafaqatの修得している技量を修得していなければな

7）　〈〉内は写本（ファクシミリ版），p．53による補足。
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らない。それは彼が二二たち‘ummaiに当然の任務khidmaをはたさせ，その任務の諸規

定・諸法規shuritt－ha　wa　qawaRiR－haを全うさせるためである。【略】監査長宮§a垣b　al

－zimamには，　カリフの印璽khatam　al－khaiifaが預けられる習慣があったが，　〔現在で

は〕それにかわって，有効な書状用封印khatm　a1－kutubが委ねられている。【略】

　10　a韮一Barid　（駅逓pp．83－85）

　この書記職は，政府諸職a‘mal　a1－sultanの中でも重職である。というのも惹主は以下の

ような書記　　自らに代わってその意を明示し二三に語りかける書記，諸税を徴収する書記，

それを諸方面に分配する書記，軍政を委ねられる書記一を必要とするのと岡じく，法嘗

hukkamや行政宮‘umma玉や地方総督wulat　al－a‘ma1の情報を随時伝える駅逓の書記

katib　barldを必要とするからである。【略】もし諜報や駅逓の握二者a的ab　al－akhbar　wa

aFburudがいなければ，君主は逓場の事柄以外の情勢を十分に知ることができない。本職

の保持者＄ahib　hadha　al一‘amaiは，高度の公文書作成術kitaba　al－tarsilを有していなけ

ればならない。なぜなら彼は，他の者が知ることのない重要事項や秘密事項に関して君主と

文書通信をするyukatibuからである。【略】彼は，在任高いかなる官吏‘ummalとも贈り

物を交換したり，遊んだり，贈り物を受け取ったり，招待に応じたり，親密な間柄であった

りしてはならず，彼らについて何事も隠してはならない。また彼は総督wu玉atやく法宮

bukkam＞8）の裁半9　majlis　ec出席して，そこでとりおこなわれることのうちで，知っておか

ねばならないことを検分するyutaii‘u　ma　yabtaj　ila〈‘ilm＞一hi　9）ようにしなければならな

い。

　11　a韮一Qa§§　（要約p．85）

　要約書記katib　al－qa§§は公文書作成術§ina‘a　a1－tarsilにおいて，表現巧みで，少ない語

句で多くの意味を要約する能力を要する。エジプトの書記は，この職を抄出富　mukharrij

と呼ぶ。その職務はワズィールの富房majlisにあって，官吏たち‘umma1か日君主に届く

書状から重要事を抄出し，急いで短い語句でそれを述べることである。それはすべての書状

の件について，二三の適切な命令が発出されるためであり，また君主は到着する書状の原文

を読むための時間的余裕がないからである。この書記は秘密事項を守って口が固く，かか

わった事項を覚えていなければならない。

　12al－Ma4alim（行政訴訟pp．85－86）

　このディーワーンの責EE者　mutawalliの職務mu‘amalaは，二宮が出廷させることので

きない政府官吏‘ummal　al－sultaR　alladhlna　｝a　yumkin　al－bukkam　ibdar－humに不満を

抱く納税者およびそれに類する者ah至al－kharaj　wa　man　yajrlle）majra－humに関わるこ

8）　〈〉内は写本（ファクシミリ版），p、54による補足。

9）　〈〉内は写本（ファクシミリ版），p．54によって，刊本で‘ama王とあるところを，‘ilmに直し

　た。

1G）　テキストのtajriはyajriに読み替えた。
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とである。そして彼らと彼らが告訴する者の間には，シャリーアの規定が適用されないla

baththa　al－bukm。なぜなら，これらの告訴の大部分は農耕縫mUr　al－z圭ra翫および種々の

土地や揚水車や私領地の諸権利摯uqBq　al－aradlna　wa　al－sawaql　wa　al－diya‘に関わるも

ので，それらは信頼性の確認された公証人によって証拠立てられるものではなくla　taqBm

al－bayyinat‘alay－ha　bi－al－shuhftd　al－mu‘addalina，それらに関する真実は，証拠shawa－

hidや同定することができる署名‘alamatによって裁定され，また隣人mujawirtmや旧記

lj　mustawrtmの証言shahadaによって和解が成立するからである。それ故，このディー

ワー’唐ﾍ法官bukkamとは一線を薗されるのである。【略】本職に必要とされる第一のこと

は，法認が行うのと同じく，係争者から証拠bayyinaを求めることである。そしてもし十

分な証拠bayyina　murdiyaが立てられれば，証tS一　shawahidやよく知られ流山している慣

例al一‘amai　‘ala　al－sha’i‘a1－dha’呈‘に頼る必要はない。しかし，もし諸事に意見の対立があ

れば，和解に委ね，その任務において罪に荷撫しないようにしなければならない。また彼は

法学的素養adab　al灘ukmを大いに身につけている必要がある。【略】

　13Kitaba　al－Qada’（司法書記職pp．86－87）

　この書記職のことを，ペルシアの賢者たちhukama’　al－Fursは「正義の書記職ki樋ba　a玉

一‘≠р堰vと呼んでいた。また，それは尊厳と徳牲において，司法職の地｛IZ　manzlla　al－hukm

に次ぐ。なぜならば，法官の書記katib　al－bakimは，法雨の手であり，舌であり，彼を通

じて，法官はその代理人たちnuwwab－hu　wa　khulafaLhuに意志を伝えるからである。

法官はこれらの心すべてに彼の業務‘amalにおいて諸規則的kamに合致するところを示す。

この書記職に任命される者は，雄弁および契約の起草　ta’llf　al－kalamに関する技能を修得

し，法学‘ilm　al－fiqhおよびイスラム法の諸規則al－a唾am　al－shar‘iyyaに関する広い知

識一特に，訴訟da‘awa，証拠bayyln翫，承認iqrar，証言shahada£，和解m鷲§a1的説，

書式shurgt，文書watha’iq，判決書siji馬脳at等に属するもの11）一を備えていなければな

らない。（略］

　14Kitaba　al－Umara’wa　al－Q翌ww灘（高級軍人および将軍の書記職p．　87）

　高級軍人amlrや将軍qa’idの〔ために働く〕書記kuttab　al－umara’wa　al－quwwadは，

王やカリフにとってのワズィールの役割をはたす。彼らはあらゆる分野の書記術を自在に駆

使できなければならない。というのも，彼らは主人asbabに代わって人々と文書通信をす

るので，文書作成tarsilの広範な知識を必要とするし，また，主人の金amwalを差配する

ので，徴ICe　istikhraj　al－malや勧農業務asbab　aFimaraの知識および簿記kitaba　al－

taf鱗の能力を欠かせないし，さらに軍務庁diwan　al－juyashから主人の取り分huqBqを

十分に受け取り〔配下の〕兵士rl週や馬匹dawabbを検閲に出す〔必要がある〕ため，軍

ll）　それぞれの法律用語については，　Schacht　1964およびffallaq　1998の該当個所を参照されたい。
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政・軍規umar　al－jaysh　wa　rusam－humおよびその他彼らの任務に属するすべてに関わ

る知識が欠かせない。【略】

　15K童taba　al－Ma‘awiR　wa　al－A摯d翫h（警察の書記職pp．87－88）

　警察業務の書記ka£ib　al－ma‘awinには，必要とされる筆記用具adaw畿al－kitabai2）の

知識の修得と共に，神の定めbudgdi3）一それは，同害報復qawad・qi§a6i4），死刑qatl，

殺入代償金diya毛，傷害代償金arsh，静粛darb，和解§uibその銭これらに類するものなど

からなり，禁制ma願rimを逸脱する者に対して，いと高き神がお命じになった一に関す

るイスラム法の諸規則al一癖kam　al－shar‘iyyaの知識が要求される。それは彼および彼に

筆記させる者の主張daynに関して司法bukmが過ちなく進捗するためである。【略】

II考 察

　以下，現実との対比を念頭に順次考察を加えていくが，まずこれらの諸職を，便宜上以下

のように分類しておく。（カッコ内は刊本において下職に付せられた番号。）

　　A統括・輔弼

　　　ワズィール（1），タウキー（2），ラサーイル（3）

　　　これらの下僚として，要約書記（11）

　　B　財務・軍政

　　　収納→ハラージュ（4），ダイア（5），国庫・諸庫（6）

　　　支出→支出（7），軍隊（8）

　　　これら財務・軍政諸職の監査→監査（9）

　　　私的家政の財務→高級軍人（アミール，カーイド）の書記（14）

　　C　マザーリム（12）

　　D　司法・警察

　　　湖法書記（13），警察（15）

　　E　駅逓（io）

A　統括・輔弼

ワズィール職

テキストが述べるように，ワズィール職が書記階層の最高位であり文民行政の統括者であ

12）筆記用異への書及はこの個所だけである。

13）　hud血dの意味は広義にとった。後に続く文脈繕いわゆるパッド刑の意味にはとれない。　Cf．

　“翠ADD”，　Eア。

14）qawadとqisasは同義である。“環SAS”，　E12．
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ることに異論はないであろう。また，イスラムに則った統治を標訂する国家の首席大臣が宗

教諸学に通じていなければならないのも，理念上詣然のことである。その他にテキストから

窺われるのは，財政や民政を主とする行財政金般の監督責任であるが，軍事や軍政に関する

言及は乏しい。これは，ワズィール職が本質的に文窟の中から生まれたものであることの証

左ではある。しかし，原著者‘Ali　b，　Khalafと同時代の育カワズイール，ジャルジャラー

イーに対する任命文書は，このワズィールに対して，特に軍政，罠政，財政の三点について

注意を促している　［菟原1978：85］。この場合の軍政とは諸軍団の健全な維持・管理のこと

であるが，その職掌は，本テキストにおいては，もっぱら後述する軍政握詣筥および支出面

当宮の握うところとなっている。むろん現実は，多くの場合，任命文書の要請どおりであっ

て，ワズィールもまた俸給支給による軍隊の扶養に最：大の配慮をしなければならなかった

［菟原1978：90－91］o

　タウキー職

　タウキー職についての記述はおおむね，①ワズィールの代理としての役割と，②文筆能

力に秀でた文字どおりの「書記」としての役割にまとめることができる。①に関する異体

的な職掌として挙げられている‘ardとは，臣民からの訴願や行政上の書状・報告書・決算

書等をカリフに「呈示」することであり，カリフの秘書官としてのワズィールの基本的職務

のひとつである〔Sourdel　1960：622・一・623〕。ワズィールが任命されていない場合に，「タウ

キー職が御前に勤める」の意味は曖昧であるが，文書類の「量示」を含めた測近の秘書窟と

しての仕事をさしているのであろう。②は文書作成のエキスパートとしての側面であるが，

カリフの書状を起草する，あるいは命令をすばやく書き留めるというのも，やはりワズィー

ルの基本的任務である［Sourdel　1960：621－622］。①と②をあわせれば，本職は，文書

起草宮としての専門姓を残したカリフの輔弼職といえるであろう。

　実際ファーティマ朝の場合，ワズィールがカリフに書類を「呈示」するとか「御前に控え

る」といった場面も見られるが15），文書庁の中に「タウキー」の名を冠した専門官が存在し

ている。すなわちal－tawqi‘bi－1－qalam　a玉一daqlq（細筆による書き入れの職）とal－tawqi‘

bi－1－qalam　al－jalil（山霊による書き入れの職）である。いずれの職名も，訴願書への政府

命令の「書き入れ」に由来する。前者（便宜上「ダキーク職」とする）は，カリフの命令な

いしはワズィールの命令，あるいは自己裁量によって，訴願に対する政府命令を訴願書に書

き入れる役割であると岡時に，カリフの教養面での相談相手として，週の大半をカリフと同

席する輔弼職でもあった。したがって，Mawaddテキストにおけるタウキー職にある程度

二二する。一方，後者（「ジャリール職」とする）はダキーク職の書き入れた指示をさらに

15）　たとえばカリフmハーキム時代の，バルジャワーン，フサイン・プン・ジャウハル，ファフ

　ド・プン・イブラーヒームらの例をあげることができる。畑原1978：91．
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具体的な命令に敷延する役職であるが，地位的には，Mawdddテキストにおけるタウキー

職ほどの高さはない16）。それよりもむしろ，ファーティマ朝の実際の宮制において，

Mawdddに記されているタウキー職に近いのは，　katib　al－dast（「上席の書記」）と呼ばれ

たdiwan　al－insha’（文書庁）長官であろう。この職は，書記術に最も卓越した書記に委ね

られ，到着した書状は，彼が手ずからカリフにそれを呈示した。またカリフは，「非常に多

くの事柄に関して彼に助書を求め」たとされる［菟原1995：9一　10］。やはり文書起草窟と

しての専門性を残したカリフの輔彌職といえるであろう。

　ラサーイル職

　ラサーイル職の記述では，その職が君主のスポークスマンであり，彼の起草する文章によ

る国威の発揚および支配の強化がうたわれている。したがって，本職も本質的には文書起草

の専門官である。一方，ラサーイル職がタウキー職の代理を務めうること，また「書記の諸

階梯の首座を占め」ることなどの記述からは，本職の君主の輔弼職としての姓格と，文民窟

僚の統括者的地位がうかがえる。本稿において，この職をワズィール職やタウキー職ととも

に「統括・輔彊」に分類したゆえんである。

　要約書記

　要約書記の職掌は明瞭である。すなわち，多忙な君主のため，諸方面の窟吏から彼に届く

書状中の重要事を抄出することである。ワズィールのマジュリス（宮房）を職場とする点か

ら見て，ワズィールの下僚であることもまちがいない。だとすれば，当然ワズィール職に準

ずるタウキー職やラサーイル二等の「統括・輔彊」系の高級官僚の補佐としても位置づける

ことができるであろう。王朝後半期に著わされた『文書庁の規範Q．　D．　R．＄によれば，文書

弓長宮mutawa圭li　diwan　a1－rasa’ilは，君主に裾いた書状を，最も信頼できる書記に手渡

し，書状の裏にその内容の抜粋を書かせることとなっている［菟原1996：100］　t7）。

　B　財務・軍政

　官僚機構を通じて得た徴税収入を，主として軍隊の俸給として分配するシステムを醗家の

基本構造とする初期イスラム時代の体綱（ディーワーン体制あるいはアター体鰯）において

は，財務と軍政は表裏一体の関係にある。国家運営における比重の大きさから，ファーティ

マ朝でも現実のディーワーン（宮庁）の大半は財務・軍政系であったが18），Mawdddテキ

16）　マザーリムの手順および，ダキーク職やジャリール職の職掌分担については，菟原1995：IO－

　11を見よ。

17）　これは軍人出身のワズィールが事実上の支配者となった王朝の後半期には，文書庁長富が本来

　のワズィールの役1割の一端を握うようになっていたことをも反映している。

玉8）　ファーティマ朝の行政制度に関してまとまった記述のあるNuzha　ICgeげられたディーワーンは，

　最も大きく分類すれば，財務・軍政北諸官庁と文書庁に二分できる。また蜘肋αに記載のない

　ディーワーンのほとんども財務・軍政系である　［菟原1996：1G3］。なおMawaddテキストにお

　いて，文書庁の書記にあたるのは，「タウキー職」，「ラサーイル職」，民約書言己」である。
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ストにおいても，書記職全体に占める財務・軍政系の比重は大きい。

　税務擦目宮

　本職は収納の中心部署であり，当然彼には徴税万般の知識が要請されているが，それらは

以下のように整理できる。

　1　文書作成能力：税務任命書，吏員に関わる文書，納税・徴税請負文書，徴税現場での

　　実務や指揮に関わる文書，の起草能力。

　2　税務の知識と能力：諸税の知識，納税・徴税請負調度関係の諸規定の知識計算能力，

　　契約の締結・契約の登記。〔契約に基づく〕徴収業務における練達。

　3　農村経営あるいは「勧農」に関わる注意義務：土地測量および耕作・耕作蒔期に関す

　　る諸規則，幽幽の規定，水利権と耕作の割り当て，逸話施設の維持・管理，農業の好不

　　況，作物に関する知識，各地区税収の把握。

　4　その他：収取・搬入物の保管，下僚の個人情報の把握

　文書作成能力が必要とされるのは，課税および徴税業務の諸段階で様々な書類が作成され

る必要があるからである。また制度的観点からは，次の2点が指摘できる。第一に，納税・

徴税請負に関する明言があること。これは納税請負制が19），アッバース朝のエジプト支配末

期（9世紀なかば）以降発展し，ファーティマ朝期には完全に一般化していた事実によく照

応する。「契約の締結・登記および〔契約に基づく〕徴収」というのが，納税請負契約の業

務手順を指しているのか，それとも借地契約や耕作請負契約などの税務庁に登録される他の

契約一般を含めてのことなのかどうかは，よくわからない。いずれにせよ，これらの業務が，

実際にディーワーンの基本的業務だったということはテキストの文言どうりであろう20）。緯

度に関する第二点は，農村経営あるいは勧農の業務が税務担当宮の役割となっていることで

ある。これはいわゆる「軍事イクター制」施行以前の税務嘗吏の基本的職掌を明瞭に示して

いる部分といえる21）。もっとも納税請負制下では，実際の農村経営や勧農は請負人の責任で

あった［森本1975：28e　一　86］。

　その他，下僚の私生活にわたる個人情報の把握が，税務損当官の任務であるというのも興

味深い。特に父祖の名前まで問題にするのは，官吏の家系の存在と関係しているのかもしれ

ない。

　私領地の書記

　収納に関するもう一つの部署である。エジプトではヒジュラ暦3世紀（およそ西暦9世

紀）初頭以降，高級官僚や富裕層による私領地の所有が急激に進行し，税務行政の上でも，

19）原文で対句的に表現されている納税請負と微税請負は，ファーティマ朝時代にはほぼ同義的に

　用いられるとされているので［森本1975：278］，ζこでは両者を納税請負の語で～淫する。

20）納税請負制度については，森本王975：278以下を，また借地契約や耕作請負契約については，

　同書：369以下を参照せよ。

21）　イクター舗前後の税務毒蛇の職掌の変化については，佐藤1986：58－59を参照せよ。
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一般農民が保有する土地と私領地との区別が生じた。重要なのは，これらの私領地の小作人

は，地代こそ地主に支払うが，小作地にかかる土地税は宙ら政府に収めていたということが

パピルス文書史料から確かめられていることである　［森本1975：354ff．］。上記翻訳中の

「これらは多様ではあるが，結周はひとつの範麟に帰する。つまりは君主の取り分の徴収で

ある」という部分はこの事実と見事に対応する。要するに「私領地の書記」とは，「上流階

級にかかわる職務」であるとはいえ，私領地からの徴税を撹当する政府窟吏にほかならない。

したがって，この書記職に求あられる能力についても，前項のr税務担当官」とほぼ同様の

事項（①公文書作成三九②会計・収取手続き関係の知識22），③農村経営・勧農への配

慮）が列挙されている。翻訳中の「総奴入額」から「残額」にかけての部分は，つぎのよう

に解釈しておく。総収入額：年間の総収入見積もり額。搬入額：割賦期ごとの実際の圏庫収

入額。支出額：徴税区で費消される必要経費（灌概施設の整備など）。収納済み額：搬入額

の累計。残額：下半期割賦額または未納残額23）。

　国庫および諸庫

　国庫・二二の書記職の職掌は王朝資産の管理である。Mawaddテキストは具体的な機関

名をあげないが，ファーティマ朝末期の史料によれば以下の施設が存在したことが知られて

いる：衣料諸庫khaz註’in　al－kuswa，書庵khizana　aH（utub，飲料庫kh呈zana　al－sharab，

食料庫khizana　al－tu‘am，馬異庫khizana　al－surα1，家具鷹kh呈zana　al－farsh，武器庫

khlzana　al－silab，儀侯庫khizana　al－tajammul，財宝諸ee　khaza’in　al－mal［乙原1996：

105］o

　支　　出

　支出の項蟹頭の文書は，先にも述べたディーワーン二二（アター体綱）をこれ以上はない

くらいに的確に表現している。ただここでは，その軍隊として特に国境防衛軍が言及されて

いるのはなぜであろうか。そのすぐ後には，「あらゆる支出の会計業務の責がある」ともさ

れているので，やはり軍隊全体を対象とするとも考えられるが，そうだとすれば，後述の軍

政撞当と職務が重複する。アッバース朝の場合，軍務庁diwaR　al－jayshが軍人の俸給を

扱ったのに対し，支出庁diwan　al－nafaqatは，行政官吏・宮廷の小密への俸給や，アッ

バース家・アリー家・一部宮廷人への年金支給を覇つたとされるが［Sourdel　1960：596］，

Maωaddテキストからはそのような二二は窺えない。他史料においては，ファーティマ朝

の前半期にdiwan　al－nafaqatの実在が確かめられるが，その職掌に関する記述は乏しく，

特に軍隊との関わりを明示する記述はみあたらない　［二二1996：106］。むろんこれは，支

出庁が軍隊への支出を扱わなかったということを意味しはしない。その他に支出振i当書記に

22）旧幕および通貨の知識は，税務撞当窟mutawalll　al－kharajの項で言及されていない。

23）　アッバース朝支配期からファーティマ朝期にかけて，納税は大きく上半期と下半期に分けられ，

　上半期には4回の分割納が行われ，下半期の税額は「残額」と呼ばれた。このことを含め，当蒋

　の徴税業務については，森本1975：252　f£を参照せよ。
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ついては，その職掌が様々な階梯を含んでいたことが述べられているが，これは他の部署に

おいても同様であろう。

　軍　　隊

　軍政抵当書記には，「軍隊の諸事の監督」者として，概ね以下の資質が要請されている。

①会計能力。②軍事知識特に軍馬と武器に関する専門知識。③文書起草能力。①につい

ては，軍人への俸給支給の任があるためであるが，前述のように，支出華甲書記との関係は

はっきりしない。②に関しては，軍入による武器・軍馬保管を監督する責任があることが

述べられている。具体的には，閲兵‘ardの実施によって，軍人の装備や戦闘能力の高い水

準での維持が要求される。馬術や武芸の素養も，閲兵において軍器の能力を的確に見極める

必要があるからであろう。③については，地方派遣の軍司令官の代理として，文書事務を

司ることが述べられているが，これ以外の軍政担当部署においても，文書起草は必然的な業

務であっただろう。

　その他に，「連帯意識や自尊心を有する集団からなる多くの軍団の統御」の任についての

書及があるが，これはファーティマ朝の軍隊がベルベル人，トルコ人，ダイラム人，黒人な

ど，様々な民族集溺ごとの軍団から成り立っていたことと照応する。実際適正な俸給分配

を十分に配慮することによって，軍団問の軋蝶を未然に防ぐことは，軍政撫当者の重要な責

務だったのである［cf。菟原1978：90－91］。

　実際のファーティマ朝の軍政については，王朝末期の情報を伝えるNuzhaに「軍務およ

び俸給庁DiwaR　a至一J琶yUsh　wa　al－Rawatibjの記述がある。この機関の職掌は，軍人の兵

籍簿管理および閲兵‘ardや軍馬の検閲を委ねられる「軍務庁」と，俸給支給を司るヂ俸給

庁」に二分されるが，Maωdiddテキストの軍政担当書記の職掌とほぼ一致している24）。ま

た，軍政担当者が，軍人や軍馬に関する詳細な登録簿を作成し（いずれの場合も外見上の特

徴の記載が璽視される），それを閲兵・検閲‘ardによってチェックして軍隊の精強度を維持

し，登録簿に基づいて俸給を支給するシステムは，アッバース朝やブワイフ朝などとも共通

する［Koenerbach　1950：269　f£．；Boswoth　1965　一　6：162　一　165］。

　監　　査

　監es　zimamは，事々の業務の監察および財務監査にあたる部署として，アッバース朝に

おいてはよく知られた官職である。特に官僚機構が高度に発達した同王朝第三期には，収入

予算と支出予算の両方にわたる純然たる歳計監査を行っていたとされる　［森本1975：402－

403］。Mawdiddテキストの文言においても，監査書記の任務が収納と支出の両方にかかわ

ることが明記されていることが注目される。また，現実のファーティマ朝宮鋼においても，

24）　菟原1995＝5－7。もっとも，

　窟僚も支給対象とする。

Nughaテキストの俸給庁は，軍人だけでなく，宮廷宮や，文民
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Mαωddd著者の生存時期にあたるヒジュラ暦5世紀初頭に，　zimamやdtwaR　a圭一zimamが

実在していたことを示す史料記述はある　こ菟原1996：108］。もっとも，それらの記述から

監査機関の具体的な職務の詳細について知ることはできない。

　アミールとカーイドの書記職

　高級寸寸の家政に関わる私的スタッフであるが，彼らに要請される資質一文書作成の広

範な知識，徴税・勧農・簿記の知識と能カーは醗政書記に準ずる。これは現実に彼らの主

要業務が，①納税請負入となった高級軍人の徴税や勧農の実務の担当，および②地主として

の高級軍人鰯が作成する借地契約文書や耕作請負文書およびそれぞれの契約に関する登録証

書（税務局提出用）などの作成であったから，と解釈できる25）。tジュラ暦3世紀以降は，

地主が納税登録証書（耕作者もしくは納税者に対して税額や納付条件を知らせる書類）を発

行することが多くなるというが，実際ヒジュラ暦4世紀（西暦10世紀，イフシード朝晴代）

のパピルス文書中には，アミールの肩書きを持つ人物がその発行者となっている例がいくつ

も見つかっている　［森本1975：248－250］。以上のような業務はいわば高級軍人と農民と

の関わりの側面である。一方，これらの書記のもう一つの職掌とされているのは，軍務庁か

らの主人の取り分を受け取ることと，主人の部下および馬匹を検閲に支障のないように準備

しておくことである。これらは，高級軍人と政府との関わりの側面である。つまりアミール

とカーイドの書記は，高級軍人と農民および高級軍人と政府それぞれのあいだの坤介者とし

て機能するわけで，彼らがカリフと臣民の仲介者とされる「ワズィール」になぞらえられる

のも当然である。

　C　マザーリム

　テキスト冒頭の文言は，マザーリムの原則と主たる目的を端的に示している。すなわちマ

ザーリムは，①シャリーア（イスラム法）の規定がカバーできない範囲の訴訟を扱い26），

②異体的には，納税者の行政に対する苦情を処理する機関である，ということである。

　①に関して言えば，公証人の介在に意義を認めない点で，通常の法官によるシャリーア

法廷との違いが認められる。しかし，テキスト中のf面出が行うのと岡じく」とか，「法学

的素養……」などの文言からすれば，マザーリムにおける裁定手続きそのものは，シャリー

ア法廷と同様のものが求められていたといえる。

　②はマザーリム法廷に対する訴願の多くが納税に関する苦情であったという実状に対応

25）納税請負については，森本1975：278ff，，借地契約・耕作請負契約については，同書：369　ff．

　を参照せよ。

26）　マザーリムの規定については，マーワルデd一（湯川訳），鉦：45ff、を見よ。特にカーディ

　（シャリーアの法官）とマザーリム監督富の任務の桐違（十項目）については，同書：57　一　58を

　見よ。
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している。告訴の内容が，主として農耕および種々の土地の諸権利に関わることであるのも，

これらが税制と密接に関わるからである。農耕との関連についていえば，アッバース朝後期

以降，土地税の税率は作物ごとに定められたし　［森本1975：230］，納税講負人は，農民の

耕作・播種の監督や勧農も任務とした［同書：280ff．］。また土地との関連についていえば，

ド種々の土地」とは，おそらく耕地の種翔のことであり，少なくともファーテイマ朝末期こ

ろにはda111（指図人）と呼ばれる税務官吏が，この土地の種別を土地台帳や土地税割当査

定簿に記入していたことが知られている　［森本1975：246－248，266注20］。また揚水車に

ついての言及は，揚水車の動転可能面積単位ごとに一定税額を収める耕作請負がファーティ

マ朝時代前後には発展していた　［森本1975：244－245］事実と照応する。私領地について

は，その拡大とともに，税務行政の上でも，一般農民が保有する土地と私領地との区鋼が生

じている［森本1975：356］。

　署名による裁定についていえば，前述のdalllは，地籍台賑や登録証書に，土地の種別・

作物の種類・税額・耕作者名を記入し，その正確さを保証する署名を書くとされるこ森本

1975：248］。またファーティマ朝後期においては，作物の種類ごとに耕地面積数と課税率が

かきこまれる賦課台帳に基づいて徴税が実施されたが，この台帳には作成にあたった撮当事

吏たちが署名した［森本1975：298］。したがって，マザーリムにおける係争にあたっても，

このような署名が問題とされたと解釈することができる。

　もっとも，マザーリムに提出された訴願が，Maωaddテキストのように納税関係だけで

あったと考えるのは間違いである。ファーティマ朝時代には，行政当局による財産没収，

種々の手当て支給，拘留者の釈放，犯罪者の正当な処罰など，多様な嘆願がなされたばかり

でなく，借金返済や財産争いなどの個人的問題に関して行政の介入を求める訴願も多かった

［SaRders　1998：　159］．

　D　司法・懸察

　司法書記職

　法官の司法業務における事務方である。年代記には，394／1004年，免職された司法長講

（兼教宣長憲）のal一琢usayn　b．　al－Nu‘manの在任中の権勢は強大で，「彼は自分の書記たち

kuttabに常蒔彼の屋敷に詰めておくことを義務づけた」とある［ltti‘鎚，　H＝49－50］。おそ

らく，この当時，法廷は司法長官邸で開かれていたと思われ，「常時」とあるのは，書記た

ちが開廷時以外にも司法長細蟹に詰めることを要求されたということであろう27）。そして，

作成された法廷関係の記録書類diwan　al－bukmも，この当時は，すべて司法長官邸に保管

27）当時，

　204］o

法廷をいっ開くかは法曽の葛由であり，通常は週に2ないし4圏開かれた［Haii　1988：
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された28）。法窟の書記は，無血の璽迭と共に入れ替わったものとみえ，先のal一耳usayn　b，

al－Nu‘manの後任者は，新たに2人の書記を任じ，1人には彼のそばで命令の書き入れを

させ，もう1人には登録書類silillatや法廷文書ku搬b　a1－qadaya　wa　al－abkamを作成さ

せた29）。

　警　　察

　職掌柄当然のことながら，刑罰の知識が要求されている。Lev〔1991：153］によれば，

カリフ繍ムスタンスィル時代の内戦終結（466／1074年）後の治安回復期以降　警察を示す

用語としての“shu彗a”は史料上から消え，“ma‘顔a”にとってかわられるとある。しかし

Mawdddの著作年代は437／1045－46年頃なので［校訂者，序：11］，少なくとも著述用語

としては，もっと早くから用いられていたことになる30）。テキストには警察業務には「神の

定めに関するイスラム法の諸規則の知識が要求される」とあるが，実際に警察長宮はパッド

刑の適用にも責任があった。これはシャリーアの法宮の領分の侵犯ともいえるのであるが，

法官が刑事裁判から除外されるというのは，ファーティマ朝に限らず，他の時代や地域にも

あったこととされている。ただし，ファーティマ朝時代の警察長霧による裁きはシャリーア

に則ったものであり，この点は初期イスラム時代やマムルーク朝時代とは大いに異なるとい

う　［Lev　1991：155－157］。

　E　駅　　逓

　テキストのこの項の冒頭部分には，はからずも書記の基本的二大類型が挙げられている。

すなわち，文書庁関係の書記および財務・軍政の書記である31）。

　さて本項においては，バリードが君主のたあの諜報機関であることが明記されている。し

28）405／10王5年乾果は，　法廷の記録書はすべて司法長窟邸に保管されていた　［∬漉如，9：玉08－

　109］。　なお，　この法廷記録書の全セットのことをdlwan　al－hukm　（あるいは，　dawawin　al－

　bukkam，　dlwan　al－qada’，　diwan　a1－qaφi）と呼ぶが，筆者は拙稿［菟原1996：104〕において，

　これを「司法庁」と誤訳してしまった。これは大きな誤りであり，この機会に訂正させていただ

　きたい。Cf．　Hallaq玉998：419　f£

29）　この時には前任者の認証していた公証人shahidのすべてが逮捕され，地方における代理al－

　mustakhlafan　bi一　al－a‘malの多くも罷免された1∬漉如，　H：5G］。一一般に司法長官は就任と同時

　に各地の代理na’ibや公証人をも任命するが，この時にこれらの下僚を入れ替えることがあった

　［Haji　1988：2e2　一　203］．

30）　この項のタイトルには見えるが，本文には現れない“ahdath”もやはり警察機能をはたす集団

　である。マーワルディーには，犯罪の取り調べを行う者として，awlad　al－abdath　wa　al－ma一

　‘awinへの書及がある　薮マーワルディー　（湯川訳），　w：72，104］。　cf．　EP，“AHDATH”，“MA一

　‘UNA”．

31）本稿，注18参照。Mawadd，　p．49にも中央政府の業務分類として，「文書による命令・通達」，

　「収納」，「分配・支出」が挙げられているし，pp．56－57には，「文書作成insha’」と「財務

　草isab」が書記術の二分類であるとしている。
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たがって，バリードの書記には，総督や法官のマジ＝リスに出席して情報収集することが求

められている。彼が，職掌柄，中立の立場を厳守しなければならないのも当然であろう。現

実の機関としては，王朝初期からbarldやdlwaR　al－barid（駅逓庁）の綱度の存在が確か

められるし，王朝末期に設置されte　diwan　al－tartlbも駅逓に関わる機関であった　［菟原

1996：105］．

む す び

　以上，アリー・プン・ハラフによる「書記規範」の内容を検討した。規範と現実との照合

については，現実面あデータの収集が不十分に終わったために，いささかあいまいな結果に

なってしまった。それでも全般的には，この「規範」が現実と遊離した理論だけのものでは

ない印象は受ける。もっとも，ここに反映されているのは，軍事イクター制施行以前の西ア

ジア・エジプトに一般的であった官僚制度である32）。これはファーティマ朝が，行政官僚機

構に限っていえば，初期イスラム時代以来発展してきた制度をそのまま踏襲したことの現れ

と見ることもできる。しかし，ことはそう単純ではないqすなわち，書記の手引書の多くが

そうであるように，Maωdiddも先行する類書の影響を大いに受けているということであ

る33）。したがって，それらの先行著作との比較をした上でないと，このf書記規範」の史料

的価値を正しく評価することはできないのは事実である。今後はそのような比較検討作業を

進めたい。

※　本稿は1998年度東海大学研究教育補助金による成果の一部である。
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